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　今年、市内で起きている主な犯罪の件数・事例は、下表のとおりです。
　自分自身の心がけで防ぐことができる犯罪は多くあります。犯罪を犯す人が悪いとい
うのは言うまでもないことですが、下表を参考に、自分で守れる部分は自分で守り、犯
罪を未然に防ぎましょう。

犯罪のことを知り
未然に防ぐことが大切

身近で
起こりやすい
主な犯罪

７月末時点
発生件数
(前年同月比)

※浦安警察署発表速報値

被害状況の事例 防犯力のつけ方
被害に遭わないために

警察の
コメント・アドバイス

空き巣
居空き
忍び込み

69件
（＋19件）

▶ 【７月】家人が在宅中に、家人の隙をみ
て無施錠の玄関から侵入し、室内を物
色

▶ 【８月】家人が外出中に無施錠の腰高窓
から侵入し、室内を物色

▶ 外出時だけでなく、家に居る場合でも
必ず戸締まりをする

▶ 補助鍵を取り付ける
▶郵便物をためない
▶ 留守と悟られないよう、玄関灯や室内
灯をつけておく

▶ 長期間外出する際は、近所に声をかけ
る

　玄関や窓が無施錠の家が狙われていま
す。中には短時間（10分程度）家を空け
た隙や、家に人が居るにも関わらず侵入
されるケースも多くあります。今一度、
家族間で、施錠の確認をお願いします。
補助錠を利用し、鍵を２つつけ、しっか
り施錠しておけば、犯人に狙われにくく
なります。

ひったくり
など

19件
（－19件）

▶ 【５・６月】バイクに乗車した犯人が、
自転車で走行中の被害者を追い抜く際
に、前かごに入れていたバッグをひっ
たくり逃走

▶ 自転車のかごに保護カバーを掛ける
▶ 後ろでバイクなどのエンジン音がした
ら、振り向くなどして注意する

▶ バッグは車道側ではなく、歩道側の手
で持つ

▶ できるだけバッグはたすきがけにする
▶ 携帯電話や音楽を聴きながらの歩行は
やめましょう

　バイクで後方から近づき、歩行者や自
転車の前かごに入れてある荷物をひった
くる手口が９割を占めます。
　また、駅の周辺で午後６時～８時に女
性が被害にあうことがほとんどです。周
りに人がいなくなったときにひったくら
れることが多いため、そのような時は、
特に周りに注意し、警戒してください。

車上ねらい
など

87件
（＋1件）

▶ 【６月】駐車場に止めてある原付自転車
のナンバープレートを盗む

▶ 【７月】駐車場に止めてある乗用車の鍵
穴をこじ開け、車内にある現金などを
盗む

▶ 【８月】住宅敷地に止めてある自転車の
前かごに入っていたバッグを盗む

▶ 短時間でも車から離れる際は、窓・鍵
を閉め、車内や自転車のかごに荷物な
どを放置しない

▶ 明るい場所、人目の多い場所に駐車す
る

　路上、駐車場、敷地内などで発生して
います。場所はさまざまで、無施錠の車
両を狙う事例が多くあります。
　車の窓ガラスを割り、鍵穴を壊す手口
もあります。

自転車盗 467件
（－61件）

▶ 路上に止めてあった自転車の鍵を壊し
て盗んだ

▶ コインパーキングに無施錠で止めてあ
った自転車を入金して盗んだ

▶ 決められた場所（自転車駐車場）以外
には止めない

▶ 壊されにくいワイヤー錠を装着する
か、２重錠を施す

▶防犯登録をする

　市内で起こる犯罪の約３分の１が自転
車盗です。
　盗難に遭う自転車の50パーセントは無
施錠のもので、１カ所のみ施錠の自転車
を含めると98パーセントにもなります。
二重ロックをすると、被害に遭う確率が
低くなります。

振り込め
詐欺

６件
（＋４件）

▶ 【６月】息子を名乗り、「会社の金を使
い込み、補

ほ

填
て ん

しないとクビになる」と
だまし、ATMから多額の現金を振り込
ませる

▶ 【７月】息子を名乗り、「会社の人に金
を借りた。仲間が取りに行くので渡し
て」とだましたが、被害者が警察に通報
し、金を取りに現れた犯人を逮捕した

▶ 家族や友人などに相談する
▶ 犯人が指示した電話番号にはかけない
▶ ATMを利用した還付や振り込みはあり
えないと覚えておく

▶ 家族同士で電話での合言葉を決めてお
く

　まずは「電話番号が変わった」と連絡
があり、その後「お金を振り込んでほし
い」と言われる事例がほとんどです。こ
のようなことがあったら、必ず、家族に
確認したり、警察に相談したりしてくだ
さい。

不審者
※相談件数を含む

75件
（＋３件）

▶ 【６月】陰部を露出した男が自転車で帰
宅途中の女子生徒を追いかけた

▶ 【６月】自転車に乗った男が帰宅途中の
女性の身体を触ろうとした

▶ 不審者を見かけたらすぐに警察へ通報
する

▶ ご近所同士で声を掛け合い、地域の連
携を図る

▶ 地域全体で不審者情報を共有する

　女性やこどもが狙われることがほとん
どです。なるべく明るい所を通るなど、
帰宅方法を工夫してください。また、不
審者を見かけた場合は、すぐに警察に連
絡してください。その付近を重点的にパ
トロールするなどし、犯行を抑止するこ
とができます。

　浦安警察署生活安全課長の安井さんに、個人や地域
でできる防犯力のつけ方についてお伺いしました。

　上表のように、それぞれの犯罪に対して気をつけることは異
なりますが、空き巣、ひったくりについては、これらのことを守
っていて、被害に遭ってしまった人を、今までの警察生活で聞
いたことがありません。つまり、これらに気をつけること
で、犯罪に遭う確率をかなり減らすことができます。
　まずは、個人でできることを行い、そして次に地域ぐ
るみでできることを行い、みんなで一緒に犯罪のない
まちにしていきましょう。

個人で
できること

地域で
できること

　防犯かわら版（市内３駅に設置）や、市で配信し
ている「重要なお知らせメールサービス」（詳しく
は、市ホームページをご覧になるか、広聴広報課へ
お問い合わせください）などを参考に、自分の地区の

状況などに注意してください。そうすることで、自分で
警戒することができ、防犯力を高めることができます。

　防犯のためには、地域のつながりは不可欠です。
　挨拶など、隣近所で声掛けをすることで、どういう
人が住んでいるのかわかり、不審者がいればすぐにわ

かるようになります。コミュニケーションをとり、地域の絆
をつくることは、防犯上とても大切なことです。
　特につながりの強い地域では、地域の仲間で防犯パトロールを
しているところもあります。

近所とのコミュニケーションが
防犯につながる

情報に敏感になってください

浦安警察署生活安全課長

安井さん

市の事業

県警察の事業

インタ
ビュー●　防犯カメラ

　市では、市内３駅周辺を中心とした公共空間に、犯罪発生の抑止を目的に防犯カメ
ラを設置しています。震災などの有事の際は、防災カメラとして運用します。
※ 市では個人情報保護のため、画像の保管や取り扱いなどについて、適切な管理運用
を行っています

●　防犯講話
　警察官の経験を持つ防犯指導員が、自治会や老人クラブなどの団体やグループ向け
に防犯についてお話します。詳しくは、お問い合わせください。

　チャイムの時間は、昭和48年の防災行政用無線の導入時以来、市民の皆さんに広く
認知され、外で遊んでいるこどもたちの帰宅を促す合図としても定着しています。
　小学生以下のこどもがいる家庭は、「行き先を伝える」「１人にならない」ことなど
や、午後５時のチャイムを聞いたら帰宅することを確認しましょう。また、地域の皆
さんは、午後５時のチャイムが聞こえたら、こどもたちに帰宅を促す声かけをお願い
します。地域全体でこどもたちの安全安心を見守りましょう。

●　午後５時のチャイム

　警察では犯罪などによる被害の未然防止に関する相談や、県民の安全と平穏につい
ての相談に応じています。緊急の事件・事故以外の相談は、相談サポートコーナー
（警察総合相談）☎＃９１１０、☎０４３・２２７・９１１０をご利用ください。

●　９月11日は「警察相談の日」

●　移動交番車
　浦安警察署では、移動交番車で市内を巡回していま
す。落とし物など各種届けの受理や各種相談、こどもの
見守り、パトロールなどを行っています。移動交番車の
巡回時間や立ち寄り場所など、詳しくは、浦安警察署地
域課☎３５０・０１１０へお問い合わせください。


